
災害発生時の情報共有について

・台風の接近や地震があると、災害の規模から必要に応じて、国（厚生労働省）から、
県や政令市へ被災状況の報告依頼があります。

・市は市内の高齢者施設等へ被災状況の報告をホームページで依頼します。
・高齢者施設等は、市のホームページから施設の被災状況を報告します。
・国や自治体は被災状況を把握し、必要な支援につなげます。

（所管 厚生労働省）
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④国・自治体で情報共有


